
 

令和８年度昭和村職員採用試験実施要領 

 

令和８年３月 

 

 令和８年度昭和村職員採用試験を実施します。 

 

１ 職種、採用予定人員及び職務内容 

職 種 採用予定人員 職  務  内  容 

一般事務 若干名  一般的な書記的業務又は補助業務に従事する。 

 

２ 採用予定年月日  令和９年４月１日 

 

３ 受験資格 

職 種 受  験  資  格 

一般事務 

 

 

平成９年４月２日から平成１７年４月１日までに生まれた者で、 

学校教育法による大学（短期大学を除く）を卒業した者、又は、 

令和９年３月３１日までに卒業見込みの者 

 

    上記の受験資格のほかに、次のいずれかに該当する場合は受験できません。 

   （１）日本国籍を有しない者 

   （２）地方公務員法第１６条の規定に基づき、次の各号のいずれかに該当する者 

       ア 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで、又はその執行を受けるこ 

      とがなくなるまでの者 

       イ 昭和村職員として懲戒免職の処分を受け、当該処分の日から２年を経過しな 

      い者 

       ウ 日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力で破壊することを主張する政

党その他の団体を結成し、又はこれに加入した者 

 

 

 



４ 試験の方法 

（１）第１次試験 

区  分 内            容 

  

 

適性検査 

 

 

職場への適応性について検査します。 

 使用目的：公務員としての職業生活への適応性について、職務へ 

     の対応や対人関係面での性格特性を確認します。 

  出 題 数：１５０題 

 試験時間： ２０分 

  

 

 

教養試験 

 

 

 

公務員として必要な一般的知識、知能及び教養について、大学卒業

程度の択一式筆記試験を行います。 

 出題分野：時事、社会・人文、自然に関する一般知識を問う問題 

     文章理解、判断・数的推理、資料解釈に関する能力を 

     問う問題 

 出 題 数： ４０題 

 試験時間：１２０分 

 

（２）第２次試験（ 第１次試験合格者に対して行います）                          

    

    

     

区  分 内            容 

口述試験 主として人物について試験を行います。 

作文試験 識見、論理性、文章力等について試験を行います。 

   ※第２次試験日当日、受験者は成績証明書を提出してください。 

 

５ 試験日程・場所及び合格発表 

（１）第１次試験 

日    時 場    所 合 否 発 表 

 令和８年７月１２日（日） 

  受付 ８：３０～９：１５ 

 ○適性検査（職場適応性検査） 

  説明 ９：２５～ 

  検査 ９：４０～１０：００ 

 ○教養試験（大学卒業程度） 

  説明 １０：１５～ 

  試験 １０：３０～１２：３０ 

昭和村役場 

２階 

２０１～２０３ 

会議室 

 

 

 

 

第１次試験の合格者発表

は７月中を目処に受験者

宛て通知します。 

 

 

 

 

 



（２）第２次試験 

      第１次試験の合格者について行います。 

 

６ 給与 

  給与は、昭和村職員の給与に関する条例等の規定により支給されるほか、該当者に 

対しては、扶養手当、通勤手当、期末・勤勉手当等が支給されます。 

    初任給は原則として、大卒が２３２，０００円です。ただし、職歴等がある場合に 

 は、一定の基準により調整があります。 

 

７ 受験手続き及び受付期間 

（１）申込書の交付 

      申込書は、総務課で交付します。 

   なお、郵送による交付を希望する場合には、封筒の表に「試験申込書請求」と 

  朱書し、１４０円分の切手を貼り、宛先を明記した返信用封筒（角２封筒、Ａ４ 

  版対応）を同封して総務課まで請求してください。 

（２）申込手続き 

      申込書及び受験票に必要事項を記入し、写真２枚を貼付して、履歴書（役場指定 

  様式）とともに総務課へ提出してください。 

      なお、郵送の場合は簡易書留とし、封筒の表に「試験申込」と朱書してください。 

（３）申込受付期間 

      令和８年４月６日（月）から令和８年６月５日（金）までの受付となります。  

   なお、受付時間は午前８時３０分から午後５時１５分までです（土曜日、日曜日 

  及び祝日を除く。）。また、郵送は、受付最終日必着のものに限り受け付けます。 

（４）受験票の送付 

      受験票は、試験日の１０日前までに発送します。 

 

８ その他 

    この試験に関する問い合わせは、昭和村役場 総務課 庶務係 

（直通：０２７８－２５－３４５１） までお願いします。   


